
＊6月は食育月間です＊　
　平成17年6月に成立した食育基本法を踏まえて、毎年6月が「食育月間」と定められました。日本では近
年、食をめぐる環境が著しく変化し、朝食欠食や肥満・生活習慣病の増加など様々な問題を抱えています。
食育基本法では、食育は生きる上での基本であり教育の３つの柱である「知育・徳育・体育」の基礎という
位置づけがされました。様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を身につけて健全な食生活を
実践できる人間を育てる食育をしていく必要があります。食育は、学校に限らずご家庭や地域でも取り組ん
でいくことが大切です。身近なことから積極的に実践してみましょう。

　 ６月４日～１０日は
　　歯の衛生週間です！

　よくかむことは。単に食べ物を小さくする
ことだけでなく、さまざまな効果があります。

①食べ物の消化・吸収をよくする
②虫歯の予防に役立つ

③肥満を防ぐ

④脳の働きを活性化させる

衛生的な食習慣を身につけよう   

梅雨の時期は気温が高く、湿気が多くなり食中

毒菌があっという間に増えます。特に手には様々

な雑菌が付着しているので、食中毒の原因菌や

ウイルスを食べ物に付けないように、食事の前に

は手を石鹸できれいに洗いましょう。ご家庭では

台所や食卓を清潔に保ち、肉や魚等の生鮮食品

はしっかりと加熱 し、お総菜なども購入後はでき

るだけ早めに食べるようにしましょう。  

お知らせ 

６月の給食費の引き落としは６月１７日（金）です。 

平成２8年５月27日 

練馬区立練馬中学校 

家族で食卓を囲む 朝ごはんをきちんと食べる 
早寝早起きをし望ましい    

生活リズムを身につける 

食を大切にする                  

気持ちを持つ 
さまざまな味の経験をする 

食事の準備や         

後片付けを手伝う 

《食中毒予防の三原則》 

 食中毒菌を･･･ 

 ①つけない→（手洗いをしっかり行う） 

 ②増やさない→（生鮮食品等早めに食べ

る） 

 ③やっつける→（十分な加熱をする） 
 

食べた後の

歯磨きも忘

れずに！ 

今月の給食  

１０日（金）あじさいゼリー 

あじさいに見立てた色つきのゼリーです。 
 

１７（金）食育の日  

深川飯…昔深川であさり漁がさかんに行われてい

ました。 漁師さんたちが手軽にご飯とあさりを食

べられるように考案 されたのがこの深川飯です。 

 明日葉…東京都の島々で生産がさかんです。 

三つ葉のように 独特の香りを楽しめます。  




